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平成 29年度市長とのタウンミーティング要旨 

 

日時 
平成 29 年 11 月 26 日 

13：00～14：30 
会場 

南松尾はつが野学園多

目的室 
来場者数 37 人 

 

◆意見交換の概要 

テーマ「新庁舎整備基本計画（案）」について 

市民の意見・質問 市の回答 

庁舎建設基金の現在の残高は。 １０億円である。 

庁舎が府道と大きく面するように、コミュニ

ティセンターを撤去するなど、庁舎の配置を

検討し直していただきたい。 

府道については、交差点改良、右折車線等の

整備を検討している。 

庁舎の配置計画は、仮移転費用を抑えるため

５号館の跡地に新庁舎を建設することにつ

いて、議会に報告のうえ決定している。 

市立病院跡地の活用については。 市立病院南館以外の病棟は撤去し、借地につ

いては原則としてお返しする。 

市立病院南館は、市役所分館、教育センター

及び保健センターなどの移転統合による活

用を検討する。 

和泉市の庁舎として、建築として面白い建物

を建ててほしい。 

事業費をできる限り抑える必要がある中で、

今の和泉市にふさわしい庁舎となるよう工

夫していきたい。 

新庁舎完成後もシティプラザの機能は継続

するのか。シティプラザの利便性向上につい

て検討されているか。 

新庁舎完成後も、シティプラザの機能は継続

する。 

利便性については、予算や人員配置なども考

慮しながら、サービスが向上するよう検討す

る。 

 

 

テーマ「教育・子育て」について 

市民の意見 市長の考え 

春木交差点は、通学時にはテクノステージへ

通勤する車がバッティングする。路側帯の幅

が 50cm くらいでいつ接触してもおかしく

ない。スクールバスまでの安全確保のため早

急に点検と対応をお願いしたい。 

危険については認識している。和泉市には他

にも同様の箇所がありできるところは対処

していっている。例えば北信太駅前は 7時か

ら 9時までは規制しているが、通っている車

がいる。警察がいると一時的に減るがいたち

ごっこである。 
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父鬼和気線だと和気町付近はかなり道が狭

い。住宅も密集しており、道路の拡幅も難し

い。そこで通学の安全を確保するよう「グリ

ーンベルト」といった工夫もしている。 

大型車の道路規制もひとつの方法と思う。父

鬼和気線がららぽーとの渋滞の抜け道とな

っている。 

知恵を絞りながら対策を考えていきたい。 

春木町北交差点の交通緩和について、前回の

タウンミーティングでも市長に意見し、いく

つか案があると聞いた。校区長経由でいただ

けると聞いていたが、どんな案であるか。 

 

案を出す前に交通量調査をしようとしてい

る。 

いくつかの案があるが、用地買収が必要と考

えていて、道路拡幅といった方法が必要と考

えている。 

生活道路であり、土日の渋滞がひどい。規制

を行うなど、具体的に早く実施してほしい。 

規制するのは警察との協議も必要だが、交通

量などもきっちり調査し、信号のタイミング

も含めて、できることから実施したい。 

 

その他 

市民の意見 市長の考え 

防犯カメラが設置されているが、設置してい

る電柱の移設の話があった。町会から年間の

電気関係を一括して管理していただいてい

る電気屋に依頼したのだが、市で設置したも

のなので動かせないと言われた。市に連絡し

たところ、市の指定した業者から連絡をもら

い、工事は完了し、町会から費用を支払った。 

設置は市であっても、維持・メンテナンスが

必要であり、台数が多ければ町会は対応しき

れない。 

３～４年ほど前から防犯カメラの設置を始

めた。町会等からの協力がないと成り立たな

いので、希望する町に設置していただくこと

とした。市で 9割補助し、1割を負担いただ

き設置した。 

維持管理費については助成制度も設けてい

るし、このことについてもお知らせしていき

たい。 

小学校区の通学路の安全確保という話があ

り、これは市がすべて設置・維持管理してい

る。市設置のものは性能の良いカメラを設置

している。 

 

（事務局） 

修理費については 2分の１助成している。上

限は１台あたり２万円となっている。 

メンテナンスについては、市設置のもので３

年でファンの交換、７年でハードディスクの

交換が必要とされている。 
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（公民協働推進室危機管理担当から補足） 

・防犯カメラの移設について 

防犯カメラの移設費用は、原則的に移設が必

要となった原因となる者が負担することと

なっておりますので、設置電柱所有者（ＮＴ

Ｔ、関西電力等）と費用の負担についてご協

議ください。 

 

・移設業務請負業者について 

防犯カメラの設置、移設については、市では

業者は指定しておりません。 

 

・防犯カメラの維持管理費について 

平成２６年度から平成２８年度までの間に、

市補助により町会等が設置した防犯カメラ

（合計市内１０５台）につきましては、町会

等の備品となりますので、電気代及び修繕費

は町会等に負担していただいております。

（補助制度あり） 

なお、市設置防犯カメラについては、維持管

理費は全て市負担となっております。 
 


